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郵便などによる不在者投票の対象者

郵便などによる不在者投票における代理記載制度の手続き

郵便などによる不在者投票の手続き

　郵便などによる不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持つ選挙人で、次のような障害のある人または

介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護５」の人に認められています（平成16年３月から対象者が拡大

されました）。

　代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請（右ページ参照）に加えてあらかじめ次のおよびの
手続きを行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。代理記載の方法による投票手続きはのとおりです。

　郵便などによる不在者投票の手続きは次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は投票の際に必要となりま

すので、忘れずに申請するようにしましょう。
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両下肢、体幹、�
移動機能の障害

○ ○
手帳の記載で
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障害の程度
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第１�
項症

第２�
項症

第３�
項症

両下肢、体幹
の障害

○ ○ ○
手帳の記載で
は該当するか
どうかわから
ないときは、
市区町村の選
挙管理委員会
にお問い合わ
せください。

心臓、じん臓、�
呼吸器、ぼう
こう、� 直腸、
小腸、肝臓の
障害

○ ○ ○ ○

郵便などによる不在者投票における代理記載制度の対象者
　郵便などによる不在者投票をすることができる選挙人（右ページ参照）で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のよ
うな障害のある人は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者（選挙権を有する者に限る。）に投票に関する記載をさせることができます。
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体
障
害
者
手
帳

障�害�名
障害の程度

備　　　考
１級

上肢、視覚
の障害 ○

手帳の記載では該当するか
どうかわからないときは、
市区町村の選挙管理委員会
にお問い合わせください。

戦
傷
病
者
手
帳

障�害�名
障害の程度

備　　　考
特別項症 第１項症 第２項症

上肢、視覚
の障害 ○ ○ ○

手帳の記載では該当するか
どうかわからないときは、
市区町村の選挙管理委員会
にお問い合わせください。

※上肢、視覚の障害が１級、特別項症、第１項症、第２項症であっても、郵便などによる不在者投票をすることができる選挙人（右ページ参照）でなければ、代理記載制度によっても�郵便等投票を行うことはできません。
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�郵便等投票証明書の交付申請

　投票に先立って、郵

便等による不在者投票

をすることができる選

挙人であることを証明

する「郵便等投票証明

書」の交付を、選挙人

名簿登録地の市区町村

の選挙管理委員会に申

請します。

�投票手続

身体障害者手帳、

名簿登録地 の

申請書

（署名必要）
戦傷病者手帳

または
険介護保 の被保険者証

市 区 町 村 の
選挙管理委員会 ① 証明書の交付を申請します

郵便等投票証明書

選 挙 人

② 郵便などにより送付します

請求書（署名必要） 郵便等投票証明書

名簿登録地 の
市 区 町 村 の
選挙管理委員会

① 投票用紙·投票用封筒を請求します

投票用紙・投票用封筒
選 挙 人

② 郵便などにより送付します

投票用紙·投票用封筒

投票用封筒

（署名必要）

記載済み

投票用紙

④ 郵便などにより送付します

③ 自宅など現在する場所で、投票用紙
に候補者名を記載し、投票用封筒に
入れた後、その表面に署名します

�代理記載の方法によ
る投票を行うことが
できる者であること
の証明手続

　郵便等投票証明書に代理

記載の方法による投票を行

うことができる選挙人であ

る旨の記載を受けます。

申請書

（署名不要）
郵便等投票証明書

身体障害者手帳
または戦傷病者

手帳

名簿登録地 の
市 区 町 村 の
選挙管理委員会

① 記載の申請をします

選 挙 人

郵便等投票証明書

（ ）代理記載の方法による投票を行う
ことができる者である旨が記載

② 郵便などにより送付します

※この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

�代理記載人となるべき
���者の届出の手続き

　選挙人に代わって投票に関す

る記載を行う「代理記載人」と

なるべき者を届け出ます。

署名必要

届出書

（署名不要） 郵便等投票証明書

代理記載人となるべき者
による同意書·宣誓書

（代理記載人の）

名簿登録地 の
市 区 町 村 の
選挙管理委員会

① 代理記載人の届出をします

郵便等投票証明書

の氏名が記載（代理記載人となるべき者）

選 挙 人

② 郵便などにより送付します

��代理記載の方法による
　�投票手続き

署名必要

請求書

署名必要（代理記載人の）
郵便等投票証明書

名簿登録地 の
市 区 町 村 の
選挙管理委員会

① 投票用紙・投票用封筒を請求します

投票用紙・投票用封筒

選挙人 代理
記載人

② 郵便などにより送付します

投票用紙・投票用封筒

投票用封筒

（代理記載人の）
記載済み

投票用紙

③ 自宅など現在する場所で、代理記載

　 人は、投票用紙に選挙人が指示する

　 候補者名を記載し、投票用封筒に入

　 れた後、その表面に署名します

④ 郵便などにより送付します

　選挙では、郵便などによる不在者投票制度があります。対象者は法令によって定められてい
ますので、お持ちの身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をご確認くだ
さい。

郵便などによる不在者投票ができます


